
 
参考資料１ 

  元文庁第１０５６号 
令和元年１０月２４日 

 
 
  独立行政法人国立文化財機構 
   理事長  松 村 恵 司  殿 
 
 
                    文 化 庁 審 議 官  
     （文化財等災害対策委員会 委員長） 
                         杉 浦 久 弘 
 
 
 

台風 19 号による川崎市市民ミュージアムの被災美術作品及び 
文化財の救援に係る技術的支援について（依頼） 

 
 
 この度の台風 19 号による川崎市市民ミュージアムの被災に関し、川崎市長

から別添のとおり令和元年 10 月 23 日付け 31 川市文第 467 号にて、被災した

所蔵品の救出等にかかる調査や技術的支援等の要請がありました。 
本ミュージアムの所蔵品は多数にのぼるとともに、所蔵品に係る分野が複数

にまたがるため、救出等にあたっては外部の専門家の協力が不可欠です。 
ついては、本趣旨を御理解いただき、関係団体とも連携しつつ、被災した所

蔵品の救出等にかかる専門的知見について、御支援・御協力をいただきますよ

うお願いします。 
 
 
 
                                (本件照会先)  

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 
                              文化庁文化資源活用課 
                               電話（代表）03-5253-4111 
                            文化財調査官    宇田川（内線）4766 
                         文化財調査官    森井 （内線）4766   
                         活用連携計画官   中田 （内線）2869 



 
参考資料２ 

 

市民ミュージアム 参考資料 

川崎市市民ミュージアムについて 

 

 

１．概要 

・所在地 川崎市中原区等々力 2-2 

・構造   鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 

・規模   地下一階、地上三階建 

・開館   1988 年 11 月 

 

２．収蔵品 

 総点数   約 259,800 点 （平成 30 年 3 月 31 日） 

    考古              約 72,000 件 ※ 

    歴史                   約 29,350 件 ※ 

   民俗                約 21,200 点 

   美術文芸             約 11,500 点 

   グラフィック            約 10,000 点 

   写真               約 20,250 点 

   漫画               約 64,000 件 ※ 

   映画               約 12,500 点 

   ビデオ              約 19,000 点 

                             ※数表記の分野は、今後の調査研究により増加します。 

 

 ３．現在の被害状況 

（１）施設の被害 

地階部分に雨水が大量に入り込んだことにより、諸室（機械室、 電気室、発電機室等）が水没し、

館内の電気設備や空調が使用不能となった。  

（２）収蔵庫の被害 

地階にあった９つの収蔵庫も浸水し、収蔵品にも浸水の被害を確認した。 

 



 参考資料３ 

文化財等災害対策委員会設置要領 

 

平成２５年６月１４日 

文 化 庁 長 官 決 定 

平成３０年１０月１日 

改       正 

 

１ 設置 
 
非常災害に備えて、文化財の救出、修復等の方針を検討するため、文化庁に文化

財等災害対策委員会を設置する。 
 

２ 構成 
 
文化財等災害対策委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 
 

委員長   審議官 

副委員長  文化財鑑査官 

政策課長 
文化資源活用課長 

文化財第一課長 
文化財第二課長 

企画調整課長 

その他委員長が指名した者 
 

３ 任務 

（１）平常時 
① 東日本大震災発生後に実施された文化財レスキュー事業及び文化財ドクター

派遣事業その他文化財に関する救援等の活動を検証する。 
② 文化財の防災及び減災のための対応方策を検討するとともに、関係団体と情

報を共有する。 
③ 非常災害発生時における文化財の迅速な救援及び修復、その他必要な措置を

効率的かつ効果的に実施するための方策を検討する。 
（２）非常災害発生時 

① 地方公共団体の要請に応じて、文化財レスキュー事業又は文化財ドクター派

遣事業、その他必要な事業の実施を決定する。 
② 文化財レスキュー事業又は文化財ドクター派遣事業、その他必要な事業を実

施する場合において、関係団体等の協力を求める。 
 

４ 庶務 
文化財等災害対策委員会の庶務は、関係課の協力を得て、文化資源活用課におい

て処理する。 



 
参考資料４ 

文化財等災害対策委員会委員名簿 

 

 

委 員 長 

副委員長 

委  員 

委  員 

委  員 

委  員 

委  員 

委  員 

委  員 

 

杉浦 久弘 

豊城 浩行 

髙橋 宏治 

榎本 剛 

伊藤 史恵 

田村 真一 

岡本 任弘 

山下 登 

岡田 健 

審議官 

文化財鑑査官 

政策課長 

企画調整課長 

文化資源活用課長 

文化財第一課長 

文化財第二課長 

国立文化財機構事務局長 

国立文化財機構文化財防災ネットワーク推

進室長 

 

 

 

 



 
参考資料５ 

被災した博物館等への技術的支援事業の実施について 

 

令和元年１０月２１日 

文化庁文化財等災害対策委員会決定 

 

 

  災害時において被災した博物館等の所蔵品の毀損等に対する対応については、設置者自身の

努力や自治体間での連携協力体制の中で実施できるところもあるが、しかしながら、この度

の台風 19 号等の大規模な自然災害が続いて発生するような場合は、被災の規模等によっては

設置者や自治体間の努力のみでは対応が難しく、国の技術的支援等が必要となってくる。 

こうした場合、被災の規模や復旧の困難度などを考慮し、国の専門性をより機動的に活か

すためにも、当面、以下の１から３のすべてを満たす場合を国の技術的支援事業の対象とし

て優先的に支援・助言を実施する。ただし、１から３までにかかわらず、考慮すべき特別な

事情があると本委員会が認めた場合にはこの限りではない。 

   

また、独立行政法人国立文化財機構の下に設置されている文化遺産防災ネットワーク推進

会議のネットワークを活用する観点から、具体の支援にあたっては、必要に応じて本委員会

から国立文化財機構に対して協力要請を行う。 

   

 

記 

 

  

１．激甚災害法に基づく激甚災害指定や災害救助法の適用があるなど、相当程度の被害があった

地域であること。 

 

２．被害があった博物館等の所蔵品の救出等に当たり、国の専門性が求められること。 

 

３．被害があった博物館等の所蔵品が多数であり、かつ、所蔵品に係る分野が複数にまたがり、

多種多様であること。 


